


死因究明等推進基本法の概要①

死因究明等（死因究明及び身元確認）に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって安全で安心して暮らせる社会及び生命が尊重され個

人の尊厳が保持される社会の実現に寄与。

目的【第１条】

① 死因究明等の推進は、⑴生命の尊重・個人の尊厳の保持につながること、⑵人の死亡に起因する紛争を未然に防止し得ること、⑶国民

生活の安定及び公共の秩序の維持に資すること、⑷医学、歯学等に関する専門的科学的知見に基づいて、診療上の情報も活用しつつ、 客

観的かつ中立公正に行われなければならないこととの基本的認識の下に、死因究明等が地域にかかわらず等しく適切に行われるよう、死

因究明等の到達すべき水準を目指し、死因究明等に関する施策について達成すべき目標を定めて、行われるものとする。

② 死因究明の推進は、⑴死因究明により得られた知見が公衆衛生の向上及び増進に資する情報として広く活用されるとともに、⑵災害、

事故、犯罪、虐待等が発生した場合における死因究明がその被害の拡大及び再発の防止等の実施に寄与することとなるよう、行われるも

のとする。

基本理念【第３条】

①  国 ： 死因究明等に関する施策を総合的に策定し、実施する。

②  地方公共団体 ： 国との適切な役割分担を踏まえて、地域の状況に応じた施策を策定し、実施する。

③  大学 ： 死因究明等に関する人材の育成及び研究を自主的かつ積極的に行うよう努める。

国等の責務【第４条～第６条】

国、地方公共団体、大学、医療機関、関係団体、医師、歯科医師その他の死因究明等に関係する者は、死因究明等に関する施策が円滑に

実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

連携協力【第７条】

◯ 法制上の措置等【第８条】 ◯ 年次報告【第９条】

1



死因究明等推進基本法の概要②

① 死因究明等に係る医師、歯科医師等の人材の育成、

 資質の向上、適切な処遇の確保等

② 死因究明等に関する教育及び研究の拠点の整備

③ 死因究明等を行う専門的な機関の全国的な整備

④ 警察等における死因究明等の実施体制の充実

基本的施策【第 1 0条～第 1 8条】

・死因究明等推進計画の案の作成

・施策について必要な関係行政機関相互の調整

・施策に関する重要事項の調査審議、施策の実施の推進、実施状況の検証・評価・監視

【組織】本部長：厚生労働大臣、本部員（10名）：本部長以外の国務大臣・有識者、専門委員・幹事・事務局を置く

死因究明等推進本部【第 2 0条～第 2 9条】 厚生労働省に設置

地方公共団体は、その地域の状況に応じて、死因究明等を行う専門的な機関の整備その他の死因究明等に関する施策の検討を行うととも

に、当該施策の実施を推進し、その実施の状況を検証し、及び評価するための死因究明等推進地方協議会を設けるよう努めるものとする。

死因究明等推進地方協議会【第 3 0条】

⑤ 死体の検案及び解剖等の実施体制の充実
⑥ 死因究明のための死体の科学調査の活用
⑦ 身元確認のための死体の科学調査の充実及び身元確認に係る
データベースの整備
⑧ 死因究明により得られた情報の活用及び 遺族等に対する説明
の促進
⑨ 情報の適切な管理

到達すべき水準・個別的施策等を定め、閣議決定→実施状況の検証・評価・監視→３年に１度見直し（ローリング）

死因究明等推進計画【第 1 9条】

医療の提供に関連して死亡した者の死因究明に係る制度については、別に法律で定めるところによる。

医療の提供に関連して死亡した者の死因究明に係る制度【第 3 1条】
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死因究明等推進計画のポイント

＜背景＞
○ 令和２年４月「死因究明等推進基本法」施行 → 令和３年６月「死因究明等推進計画」策定

※ 政府は、死因究明等に関する施策の進捗状況等を踏まえ、３年に１回、死因究明等推進計画に検討を加え、必要があると認める

ときは、これを変更しなければならない。（法第19条第７項）

○ 令和５年度 死因究明等推進計画検証等推進会議（５回開催）

＜現状と課題＞
○ 年間死亡数の増加

※ 年間死亡数：138万人（R元）→160万人（R6）

○ 死因究明等に係る人材の乏しさ
※ 法医学教室の定年退職者増加、常勤医１人以下が11県(R6)、働き方改革の中での人員確保 等

○ 死因究明等に係る更なる地域の体制整備の必要性等
 ※ 地方協議会の議論の活性化と深化、連携の人的基盤や死因究明等に係る質の均てん化 等

ポイント

○ 死因究明等に係る人材の育成、確保方策
・ 検案医の増加、資質向上等を目的とした死体検案研修会
・ 法医解剖実施施設等で臨床研修の選択研修が可能であることの周知

○ 死因究明等に係る専門的な機関の全国的な整備方策
・ 地方公共団体の体制整備推進支援（死因究明センターの設置、地域枠の活用等の助言）
・ 地方協議会の運営マニュアルの充実
・ 地方協議会の積極的開催、解剖等対応可能施設の把握、協議会による研修等への支援 等

○ その他
  ・ 地域の死因究明等・薬毒物検査の持続可能な体制の検討、整備の促進

・ 予防のためのこどもの死亡検証（CDR）について、課題検討、好事例の横展開、普及啓発等の推進
・ 検案医が死者の医療情報を迅速、確実に把握できるような仕組みの可能性の検討 等

厚生労働省HP：死因究明等推進計画の変更について｜厚生労働省 3
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死因究明等推進計画の経緯

令和２年４月１日 死因究明等推進基本法施行

※厚生労働省に厚生労働大臣を本部長とする死因究明等推進本部を置
き、死因究明等推進計画案の作成、施策の推進等の事務をつかさどる。

令和３年６月１日 死因究明等推進計画 閣議決定

※計画策定後、３年に１回を目途に、計画に検討を加え、必要に応じて見直す。

令和５年５月８日
～令和５年５月11日
（持ち回り開催） 

令和５年度第１回死因究明等推進本部
（死因究明等推進計画検証等推進会議の設置）

 令和５年５月19日
～令和６年２月２日

死因究明等推進計画検証等推進会議
（計５回開催）

国民からの意見聴取

死
因
究
明
等
推
進
計
画
に
基
づ
く
取
組
を
推
進

 令和６年６月24日
～令和６年７月２日
（持ち回り開催）

令和６年度第１回死因究明等推進本部開催

死因究明等推進計画の変更案について

令和６年７月５日 死因究明等推進計画の変更について 閣議決定
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死体検案講習会事業

臨床医等の検案能力の向上

１．目 的

２．講習内容（上級）

令和元年度 基礎１７６名 上級８７名

令和２年度 基礎４８４名 上級０名

令和３年度 基礎５４３名 上級１８３名

令和４年度 基礎５０５名 上級８４名

令和５年度 基礎４８４名 上級７３名

令和６年度 基礎６３０名 上級６１名

修了者数実績

【死因究明等推進計画】

厚生労働省において、日本医師会に委託して、検案に従
事する機会の多い臨床医等を対象に、大規模災害時への対
応等を含む検案能力の向上を図ることを目的とした死体検
案研修会を実施しているところ、引き続き、日本医師会、
関係学会等と連携して研修内容及び方法の充実を図るとと
もに、医療関係団体等を通じて広く医師に対して参加を働
きかけ、警察等の検視又は調査への立会いをする医師や、
検案する医師を含め、当該研修を修了した者の数を増加さ
せる。

○令和２年度以降

・新型コロナウイルス感染症対策のため、オンデマンド形式
の講義を導入

○令和２年度～４年度

・毎年度、受講者の募集人員を増加

令和８年度予算案（令和７年度予算額） 

19,526千円（19,526千円）

座学中心
・死体検案に関係する法令
・死体検案書の書き方
・検案の実施方法 など        

実習
監察医務機関や各大学法医学教室
などにて現場実習
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検案する医師等の確保に向けた死体検案研修会修了者の活用に係る取組

死体検案研修会（上級）の修了者を検案等する医師として確保するため、都道府県医師会と実務機関（都道府県警察及び管区海上

保安本部）の間において、医師の照会や協議等を行う仕組みを設定し、その取組を活性化する。

１  事業の目的

２  事業の概要・スキーム
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・ 名簿の受領、保管

・ 実務機関からの照会受理、
協議等の調整

・ 照会等に基づく名簿登
載医師への意思確認、
実務機関へ紹介等

死
体
検
案
研
修
会
（
上
級
）

日本医師会

同
意

修了者
名簿

検視立会い、検案業務へ従事する医師の確保

医師を紹介

医師の照会

名簿を保有するのは、
都道府県医師会のみ

都道府県医師会

○ 死体検案研修会（上級）
の受付

 (受付の段階で）
○ 同意の取得

・ 検案する医師等の高齢化、
人員不足の地域等の把握

・ 都道府県医師会への医師の
照会、協議等の依頼

・ 都道府県医師会から紹介
された医師との調整等

実務機関
（都道府県警察、管区海上保安本部）

① 修了者名簿への登載

② 都道府県医師会への
名簿の提供

③ 実務機関への名簿の存在
の通知



死亡時画像診断読影技術等向上研修

【死亡時画像読影技術等向上研修】
○ ＣＴ等を使用した死亡時画像の撮影、読影には特殊な技術や知識が必要となることから、放射線科医等の

医師の読影技術や診療放射線技師の撮影技術等の向上を目的として研修を実施し、異状死等の死因究明の推
進を図る。

【死亡時画像診断の有用性等の検証事業】
○ 異状死死因究明支援事業で実施する死亡時画像診断の情報を収集・分析し、死亡時画像診断の有用性等を

検証する。また、検証結果を踏まえ、研修マニュアルの改善に活用する。

令和元年度 医師118名 診療放射線技師71名

令和２年度 医師148名 診療放射線技師139名

令和３年度 医師263名 診療放射線技師263名

令和４年度 医師756名 診療放射線技師598名

令和５年度  医師710名 診療放射線技師536名

令和６年度 医師584名 診療放射線技師622名

修了者実績

【死因究明等推進計画】
厚生労働省において、日本医師会に委託して、

死亡時画像診断を行う医師の読影技術や診療放射
線技師の撮影技術の向上を図ることを目的とした
死亡時画像診断に関する研修会を実施していると
ころ、引き続き、日本医師会、関係学会等と連携
して研修内容及び方法の充実を図るとともに、当
該研修を修了した医師及び診療放射線技師の数を
増加させる。

○令和２年度以降
新型コロナウイルス感染症対策のため、オンデマ

ンド方式の講義を導入

○令和３年度～令和４年度
毎年度、受講者の募集人員を増加

令和８年度予算案（令和７年度予算額）  

11,235千円（11,235千円）
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医師臨床研修指導ガイドライン－2 0 2 4  年度版－（概要）

厚生労働省HP：医師臨床研修制度のホームページ ｜厚生労働省

第２章 実務研修の方略

Ⅱ 実務研修の方略

臨床研修を行う分野・診療科

＜必修分野＞

⑫ 選択研修として、保健・医療行政の研修を行う場合、研修施設としては、保健所、介護老人保健施設、社会福

祉施設、赤十字社血液センター、健診・検診の実施施設、国際機関、行政機関、矯正機関、産業保健の事業場等

が考えられる。また、法医の研修を行う場合の研修施設としては、法医解剖の実施施設が考えられる。

＜解説＞

必修分野及び一般外来以外の分野の研修期間中、下記の研修目的と研修方法を参考に上記施設での研修が実施で

きるよう、研修医の希望に応じた研修環境を臨床研修病院が整備することが望ましい。

※保健所等は地域医療研修の中で１～２日の研修を行うことは可能。

９）法医解剖の実施施設

研修目的：死因究明における医師の社会的役割を認識するとともに、その業務の実際を学ぶ。

研修方法：大学法医学教室、監察医務機関その他の法医解剖を実施している施設において、死因究明の社会的意

義や制度に関する講義を受けた後に、死体検案、法医解剖、死後画像検査、薬毒物検査、死因判定等の各プロセ

スにおける高度な知識・技能習得に向けた実務研修を行う。
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死因究明等推進地方協議会運営マニュアル 概要

本マニュアルは都道府県において、地方協議会の設置や運営、

死因究明等の施策に関する計画策定などに取り組む際の参考とな

るよう、留意点や事例等を示したものである。

１. 本マニュアルの使い方

２. 地域における死因究明等の体制整備の意義

３. 地方協議会を設置する際の具体的な手順

４.地方協議会における取組事例

５.地方協議会において中長期的に取り組むべき課題

６.死因究明等の施策に関する計画策定の具体的な流れ

７.地方協議会における
 現状分析・施策立案・評価検証の流れ

８.死因究明等の体制構築事例の紹介

９.地方協議会等に関する情報公開について

10.支援制度など国の取組の紹介

死因究明により得られた知見は疾病の予防をはじめとする公

衆衛生の向上に活用されているほか、死因が災害、事故、犯罪、

虐待その他の市民生活に危害を及ぼすものである場合には、そ

の被害の拡大や再発の防止等に寄与している。

①事務局として担当者を決める

②死因究明等に関連する情報を収集する

③収集した情報を元に関連する部署・機関に協力を呼びかける

④実際に関係者で集まって地方協議会をスタートさせる

・東京都死因究明推進協議会 ・滋賀県死因究明等推進協議会

・大阪府死因調査等協議会 ・香川県死因究明等推進協議会

・鹿児島県死因究明等推進協議会

（１）死体検案・解剖・検査等の専門的な体制の構築

（２）解剖・死亡時画像診断など死因究明等の結果の活用や

データベースの整備

（３）法医学等の人材の育成・確保

地方協議会における活動が軌道に乗ってきた段階で、地域の状

況に応じた死因究明等に関する施策を体系的に推進するため、各

地域における死因究明等の施策に関する計画を策定することが重

要である（高知県の事例紹介）。

（１）現状分析・目標設定

（２）施策の立案、関係者間での連携・協力の取り決め

（３）施策の実施・状況報告

（４）評価検証・施策の改善

（１）民間医療機関による死因究明体制の構築

（茨城県筑波剖検センター）

（２）地域医師会等への検案業務等の委託事例（東京都）

（３）死亡時画像診断実施にかかるCT車の導入事例（大阪府）

（４）奨学金貸与者を対象とした法医学者確保策（高知県）

（５）薬毒物検査の取組事例（福岡大学）

資料や議事録等については、自由闊達な議論の妨げにならな

いなど会議の運営に支障がない範囲で可能な限りホームページ

等で公開することが望ましい。

厚生労働省HP：死因究明等推進地方協議会｜厚生労働省 9
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死因究明拠点整備モデル事業

１  事業の目的

死因究明等の実施に係る体制の充実強化は喫緊の課題となっており、死因究明等推進計画（令和６年７月５日閣議決定）において、各地域において必

要な死因究明等が円滑に実施され、その結果が公衆衛生の向上・増進等に活用される体制が構築されるとともに、その体制が継続的に維持されるよう必

要な協力を行うこととされている。そのため、各地域において、公衆衛生の向上を目的とした解剖・検査等が適切に実施されるよう、死因究明等の体制

整備の先導的なモデルとして、検案・解剖拠点モデル、薬毒物検査拠点モデルを形成することを目的とする。

地方公共団体や大学法医学教室等への委託により、各地域の状況に応じた死因究明体制として、A検案・解剖拠

点モデル、B検査拠点モデルを整備する。拠点整備の成果は、今後自治体向けのマニュアル等に反映し、横展開を

図る。

２  事業の概要・スキーム

令和８年度予算案（令和７年度予算額） 

60,554千円（77,554千円）

厚生労働省HP：死因究明拠点整備モデル事業について｜厚生労働省 (mhlw.go.jp)

（１）実施主体

Aモデル 都道府県、大学

Bモデル 大学

（２）補助率

国：１０／１０

（３）補助基準額

Aモデル 12,755千円

Bモデル   9,534千円

（４）事業実績

厚生労働省HP参照

３  実施主体等

※本資料において、解剖とは承諾解剖のこと。
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（１）実施主体 都道府県等 （２）補助率 国：１／２

（３）補助基準額
① 行政解剖 200千円／件 ② 死亡時画像診断 54千円／件
③ 薬毒物検査 80千円／件 ④ ＰＣＲ検査 10千円／件
⑤ 遺体搬送 30千円／件 ⑥ 感染防護等消耗品 5千円／件
⑦ 地方協議会 340千円／回 ⑧ 大規模災害時等における死体検案に係る資器材等 90千円／施設
⑨ 地方協議会の下での研修 420千円／回

（４）本事業を活用した都道府県数 ※令和６年度は交付決定した都道府県数

R4年度 31、R5年度 30 、R6年度 40

１  事業の目的

異状死死因究明支援事業

○ 異状死に係る死因究明のための取組を行っている都道府県等に、死因不詳の死体に対して、解剖又は死亡時画像診断等の検査を実施する経費や、死因究明
等推進地方協議会を開催する際の会議費等について財政的支援を行うことにより、死因究明の体制づくりを推進する。

令和８年度予算案（令和７年度予算額）

 111,361千円（115,861千円）

厚生労働省HP：異状死死因究明支援事業｜厚生労働省

３  実施主体等

（補助対象）
① 法医学教室との連携等により、都道府県等の判断で解剖を実施 ② ＣＴやＭＲＩを活用した死亡時画像診断の実施   

③ 薬毒物検査の実施 ④ 感染症検査（ＰＣＲ検査）の実施

⑤ 遺体搬送の実施【R7補正】
⇒解剖等の実施にあたっては、遺体安置場所等から解剖等実施施設への遺体搬送が必要となるが、警察の判断によらない解剖等については、遺体搬送にあたって
警察の協力が得られないため、別途搬送業者の手配が必要となる。そのため、本事業のメニューとして、【遺体搬送】に係る経費を新たに追加する。

⑥ 感染防護等消耗品の整備【R7補正】
⇒公衆衛生の向上等を目的に、感染症等に冒されている疑いのある遺体に対する解剖等が行われることもあるが、死因究明等の実施体制を維持するためにも、解
剖医等自身が遺体からの感染を防ぐことが重要である。そのため、【感染防護等消耗品】に係る経費を新たに追加する。

⑦ 関係機関・団体等が参加する死因究明等推進地方協議会の開催

⑧ 大規模災害時等における死体検案に係る資器材等整備【R7補正】
⇒我が国は大規模災害等による多数の死者発生のリスクに直面しているが、実際に大規模災害等が発生した際に、検案する医師においてより迅速な検案作業を
可能とし、死亡に係る手続（①死体検案書の発行、②死亡届の提出、③火葬許可、④埋葬許可等）の円滑化、ひいては、死因究明等推進基本法の目指す
「個人の尊厳が保持される社会の実現」へ寄与することができるよう、大規模災害発生等に備えた検案体制の構築を推進するための訓練に必要な資器材を含め、
大規模災害時等の検案作業に必要な資機材等の整備に係る経費を新たに追加する。

⑨ 死因究明等推進地方協議会の下で開催される研修の実施【R7当初・補正】

２  事業の概要

令和７年度補正予算額：92,850千円
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解剖・死亡時画像診断等に係る施設・設備整備事業実施要綱

死因究明のための解剖や死亡時画像診断、薬毒物検査の実施に必要な施設や設備を導入する医療機関等へ

財政的支援を実施することにより、死亡時の病態把握や死因究明体制の推進を図る。

１  事業の目的

①設備整備

死因究明のための解剖や死亡時画像診断、薬毒物検

査の実施に必要な設備又は医療機器購入費（解剖台、

薬物検査機器、ＣＴ、ＭＲＩ等）の支援

②施設整備

死因究明のための解剖や死亡時画像診断、薬毒物検

査の実施に必要な施設の新築、増改築及び改修に要す

る工事費又は工事請負費（解剖室、薬物検査室、ＣＴ

室、ＭＲＩ室）の支援

２  事業の概要・スキーム

令和８年度予算案（令和７年度予算額）
設備分：医療施設等設備整備費補助金 29億円（23億円）の内数
施設分：医療施設等施設整備費補助金 33億円（21億円）の内数

（１）実施主体

都道府県、市町村等及び

その他厚生労働大臣が認める者

（２）補助率

国：１／２

（３）補助基準額

（※R6時点、詳細は交付要綱参照）

①設備整備

・死亡時画像診断室 37,180千円

・解剖室等 53,700千円

②施設整備

・死亡時画像診断室 69,984千円

・解剖室等  173,694千円

（４）本事業を活用した都道府県数

令和４年度 ５

令和５年度 10

令和６年度 10

※令和６年度は交付決定した都道府県数

３  実施主体等

国

都道府県

申請 交付

事業実施

厚生労働省HP：解剖・死亡時画像診断等に係る施設・設備整備事業｜厚生労働省
12
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死体検案書発行料等の金額の基準や算定根拠の在り方について
（令和７年３月2 8日付け厚生労働省医政局長通知）

• 「死因究明等の推進に関する研究」（令和５年度厚生労働行政推進調査事業費補助金）が取りまとめられたことか

ら、その研究成果を周知したところ。

• 本研究成果は、死体検案書発行料等の金額の基準や算定根拠の目安の一助になると考えられることから、参考とし

ていただきたい。
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死体検案医を対象とした死体検案相談事業

○ 監察医制度のない地域では、死体検案医（多くは臨床医学を専門としている警察協力医） が死体検案を行っている。

○ 死因究明推進計画においては、検案の実施体制の充実が明記されており、死体検案医が死因判定等について悩んだ
際に、法医 （法医学を専門とする医師） に相談できる体制が必要。

○ より正確な死因判定が可能となれば、犯罪死体の見逃し防止のみならず、我が国の死因統計の正確性が向上し、

公衆衛生の向上に資する。

死体検案医
地元警察

法医

検案業務全般や個別事例について、
法医学的見解について電話等にて相談 

※ 多くは臨床医学を専門としている警察協力医

医師（法医）を配置

連携

令和８年度予算案（令和７年度予算額）  

 27,374千円（27,374千円）
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厚生労働省HPへの掲載について（死体検案相談事業）

⚫ 死亡診断書と死体検案書の違い等について、厚生労働省HPに掲載しており、その中で死体検案相談事業についても

掲載しているため、参考としていただきたい。

厚生労働省HP：

死亡診断書（死体検案書）について/厚生労働省｜厚生労働省 (mhlw.go.jp)
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死体検案相談事業における相談事例

相談内容 回答内容

練炭による急性一酸化炭素中毒が疑われる遺体の検案に対応
することとなったが、初めて対応するので、どのようにしたら
良いかわからない。どのようにして急性一酸化炭素中毒と判定
すればよいか。どのように死体検案書を作成したらいいか。

一般的な急性一酸化炭素中毒の検案の目安となる所見（死斑
や粘膜の紅色調、血液の鮮赤色調等）、心臓血の採取方法・穿
刺部位のほか、死体検案書の作成方法（死亡時刻の推定、死因
の書き方、死亡までの時間、死因の種類、外因死の追加事項
等）について説明。

60代男性が自宅で死亡発見された。検案時に全身の腐敗性変
色はないが、左頸部のみに、青藍色の変色が認められ、両側鎖
骨上部に皮下気腫を触知した。これは死因と関わりがあるとい
えるか。

死後経過が短いにもかかわらず、頸部のみに腐敗のような青
藍色の変色があり、皮下気腫を触知するということから、頸部
の深部膿瘍を来している可能性が考えられる。生前に見られた
発熱や喉の痛みとも矛盾しない。細菌性感染症が疑われる。

明らかに糖尿病が死因であり、糖尿病を死因として記載する
が、その際に発症から死亡までの期間をどのように記載すれば
いいのか。数年や数十年という書き方でもいいのか。

環境捜査や死亡者の生前の既往歴などから、おおよその推定
される発症から死亡までの期間を（推定）と付して記載すれば
よい。分かる限りでよく、数年や数十年という書き方でもよい。

90代女性が自宅の庭で仰向けで死亡発見された。死者の既往
歴は高血圧と糖尿病、検案時の直腸温40℃、外表上、水疱性熱
傷のように表皮が容易に剥離されるような状態であった。死後
CT検査では冠動脈に石灰化が認められた。なお、死者は朝食は
食べているが、その後は食事をした形跡はなかった。

当初、熱中症も死因として考慮されたものの、表皮の剥離に
ついては、死後炎天下で放置されていたことによる死後変化と
して判断され、血液が濃縮されていたことも同様に炎天下で放
置されていたことが原因である。また、死斑と死後硬直から午
前中に死亡したものと考えられる。これらのことから、熱中症
が死因とは考えがたい。したがって、CT上の冠動脈石灰化、既
往歴等から、死因は虚血性心不全と判断することが妥当と考え
られる。

胃がんで亡くなったと思われ、以前に胃がんの手術をしてい
たようであるが、詳細は不明であった。死体検案書の「手術」
の欄には記載する必要があるか。どのように記載すればよいか。

胃がんで亡くなったと診断するのであれば、胃がんの手術歴
は記載いただく必要がある。

家族からの伝聞でもよいので、おおよそ何年頃に、どのよう
な手術を受けたかを記載いただきたい。

死因が不詳の場合、「死亡の原因」の「Ⅱ直接には死因に関
係しないがⅠ欄に影響を及ぼした傷病名等」について、例えば、
高血圧や狭心症などと記載した方がよいか。

死因が分からない場合でも、情報があれば「Ⅱ直接には死因
に関係しないがⅠ欄に影響を及ぼした傷病名等」にも疾病や傷
病名を記載した方がよいが、死因が不詳であれば関係の有無の
判断も困難であるため、必ずしも記載する必要はない。
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令和６年度政府が講じた死因究明等に関する施策
（令和７年版死因究明等推進白書の概要）

検案医

ＣＴ等

検視官
等

大学

協議会

解剖等
 拠点

検査
拠点

ＤＮＡ等

検視

第１章 死因究明等に係る人材の育成等

第２章 死因究明等に関する教育及び研究の拠点の整備

第３章 死因究明等を行う専門的な機関の全国的な整備

第４章 警察等における死因究明等の実施体制の充実

第５章 死体の検案及び解剖等の実施体制の充実

第６章 死因究明のための死体の科学調査の活用

第７章 身元確認のための死体の科学調査の充実及び
身元確認に係るデータベースの整備

第８章 死因究明により得られた情報の活用及び遺族等
に対する説明の促進

第９章 情報の適切な管理

鑑識

CD
R

情報
管理

薬毒物
 ＣＴ

●厚生労働省において、日本医師会に委託して、検案する医師の検案能力の
 向上を目的とした「死体検案研修会」を実施
【修了者数】R5年度：484人（基礎）、73人（上級）

R6年度：630人（基礎）、61人（上級）

●厚生労働省において、日本医師会に委託して、死亡時画像診断を行う医師
等の読影能力向上等を目的とした「死亡時画像診断研修会」を実施
【修了者数】R5年度：710人（医師）、536人（診療放射線技師）

R6年度：584人（医師）、622人（診療放射線技師）

●警察及び海上保安庁において、検視官・鑑識官を対象とした研修や都道府
県警察と都道府県医師会による合同研修会等（※）を実施
※【開催実績】R5年度：35都道府県、R6年度：35都道府県

●文部科学省において、法医学等の分野における人材を養成するための
 キャリアパスの構築までを見据えた体系的な教育を実施する大学に必要な
 経費を支援（基礎研究医養成活性化プログラム等）

●厚生労働省において、死因究明等推進地方協議会の開催等を促進
【地方協議会を設置した都道府県数】
R4年3月末時点：43都道府県、R5年2月末時点：47都道府県

●厚生労働省において、死因究明拠点整備モデル事業により、各地域における
 解剖・検案体制の構築を推進
【実施状況】R5年度：１都道府県１大学（京都府、東京医科大学）

R6年度：２都道府県１大学（京都府、大阪府、東京医科大学）

●警察において、検視官が死体や現場の状況を離れた場所からリアルタイムで
 確認できる映像伝送装置の整備・活用を推進

●海上保安庁において、検視等を担当する鑑識官を増員配置
【鑑識官配置海上保安部署数】R５年度：93部署、R６年度：100部署

●厚生労働省において、異状死死因究明支援事業により、都道府県が実施す
る

解剖等の実施に財政支援
【補助件数】R5年度：30都道府県、R6年度：40都道府県

●厚生労働省において、死亡時画像診断システム等整備事業により、死因究明

 のための解剖等に必要な施設・設備の整備に財政支援
【補助件数】R5年度：10都道府県、R6年度：10都道府県

解剖等
費用

解剖室
CT室等

●厚生労働省において、死因究明拠点整備モデル事業により、各地域における
薬毒物検査の体制構築を推進
【実施状況】R5年度：１大学（新潟大学） 、R6年度：１大学（旭川医科大

学）

●警察及び海上保安庁において、必要な薬毒物検査や死亡時画像診断を
確実に実施
 【薬毒物検査実施件数】

R5年：18万6,295件、R6年：19万1,256件
 【死亡時画像診断実施件数】

R5年：１万9,052件、 R6年：２万418件

●警察において、ＤＮＡ型記録や歯科所見情報を含む身体特徴等の照会
 により身元確認を行う「身元確認照会システム」を適正かつ効果的に運用
 【身元不明死体の身元確認件数】 R5年：145件、 R6年：132件

●こども家庭庁において、「予防のためのこどもの死亡検証体制整備モデル事業」
 により、CDR（Child Death Review：予防のためのこどもの死亡検証）の
 体制整備に向けた検討を推進
【実施自治体数】 R5年度：10都道府県、 R6年度：10都道府県

●関係省庁において、死因究明等により得られた情報を取り扱う者に対して、
 情報管理の重要性について周知

解剖
●警察及び海上保安庁において、必要な解剖を確実に実施

【解剖件数】R5年：司法解剖10,802件、調査法解剖3,145件
R6年：司法解剖10,639件、調査法解剖3,535件

厚生労働省HP：死因究明等推進白書｜厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/shiinkyuumei_hakusyo.html

